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田辺市農業委員会議事録 

平成２７年５月１１日（月）午後２時 田辺市役所別館 ３階 大会議室 

農業委員数３９名 

出席者３４名 

１番 山崎 清弘  ２番 玉置 俊裕              ４番 棒引 昭治 

５番 市橋 宗行  ６番 向日 一義  ７番 前田  登    ８番 森  敦孝 

９番 更井 寛司 １０番 丸屋 弘吉  １１番 小谷 清雅  １２番 皿田  功 

１３番 田渕  宏 １４番 中山 敏久  １５番 瀧本 和明  １６番 杉若 陽一 

１７番 泉  雅行 １８番 坂本 一馬  １９番 横尾 泰行  ２０番 青木  登 

２１番 那須 京子 ２２番 那須  克             ２４番 寒川 加代子 

２５番 玉置  伸 ２６番 鈴木 直孝  ２７番 溝口 健治   

２９番 坂本 茂久 ３０番 松窪 俊英  ３１番 岡上  達  ３２番 長嶝 博司 

３３番 川井 洋之 ３４番 中村 洋子  ３５番 矢敷 勇氣男 ３６番 松本 忠巳 

 ３８番 石谷  強              

             

欠席者      ３番 桑原  壽  ２３番 上森  力  ２８番 上中 悠司    

３７番 峯園 五郎 ３９番 蔭地 明一   

           

事務局      局長 愛須 誠  農地係長 岡内 伸午  主査 松平 忠敏 

会議録署名委員  ２７番 溝口 健治  ２９番 坂本 茂久     

 

議    長   皆さん、こんにちは。先日、田辺市合併１０周年記念ということで、農業

委員を退任された方々も表彰されておりました。残念ながら、私は所用で

その式典には出席はできませんでした。さて、明日の台風も心配ですが、

早速、定例会を始めさせていただきます。 

議    長   それでは最初に、農用地利用集積計画の合意解約の報告がございます。事

務局の説明をお願いします。 

農振課 田上   皆様こんにちは、まず始めに農用地利用集積計画の合意解約から報告しま

す。１番、○○○字○○○○、地目は畑、面積は２４５㎡です。他３筆、

合計面積１，１４１㎡です。貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○

○○○、使用貸借の合意解約をした日は、平成２７年４月１４日です。以

上、報告させていただきます。 

議    長   はい。ありがとうございます。まず、利用権の合意解約についてご意見、

ご質問ございませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようでございますので、報告とさせていただきます。続きまして、田

辺市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想による利用権の設定の

申し出がございますので事務局の説明をお願い申し上げます。 

農振課 田上   続きまして田辺市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想による利

用権設定について説明させていただきます。１番、○○○字○○○○、畑

の１，７０９㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使

用貸借の梅、期間は平成２７年６月１日から平成３０年５月３１日の新規
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です。２番、○○○字○○○○、畑の４１０㎡、他１筆、合計１，１９６

㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の梅、

期間は平成２７年６月１日から平成３０年６月３０日の新規です。３番、

○○○字○○○○、畑の８１５㎡、他２筆、合計１，７４５㎡、貸人は○

○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２

７年６月１日から平成４７年８月３１日の新規です。４番、○○○字○○

○○、田の９０２㎡、他１筆、合計１，６４９㎡、貸人は○○○、○○○

○、借人は○○○、○○○○、賃貸借の水稲と野菜、年間７，８００円と

６，３００円持参払い、期間は平成２７年６月１日から平成４７年８月３

１日の更新です。５番、○○○字○○○○、畑の３，０５８㎡、他１筆、

合計５，２８４㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、

使用貸借の梅、期間は平成２７年６月１日から平成２９年５月３１日の新

規です。６番、○○○字○○○○、畑の２，３０４㎡、他２筆、合計４，

７０５㎡、貸人は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借

の梅、期間は平成２７年６月１日から平成３７年５月３１日の新規です。

７番、○○○字○○○○、畑の７，４１８４㎡、他１筆、合計２０，３７

０㎡、貸人は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、

期間は平成２７年６月１日から平成３７年５月３１日の新規です。８番、

○○○字○○○○、畑の５６１㎡、貸人は○○○、○○○○、借手は○○

○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２７年６月１日から平成３７年

５月３１日の新規です。９番、○○○字○○○○、畑の５４８㎡、他５筆、

合計３，８５３㎡、貸人は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、

使用貸借の梅、期間は平成２７年６月１日から平成３７年５月３１日の新

規です。合計９件、２２筆、４１，０７２㎡、貸手８名、借手６名です。

この９件は農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしてい

ると考えます。ご審議をよろしくお願いいたします。 

議    長   はい。ありがとうございます。それでは逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○さんが亡くなりまして、後継者もいません。近

所の○○○○さんが借り手ということで異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。物件は○○○ですが、借り手の○○○○さんは今年ぶど

うを植栽した方ですが、その間の繋ぎとしてということで、異議ございま

せん。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○さんは○○○出身で、○○○○君は青年就農の

若い作り手です。異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○さんは商売の傍ら、熱心に農業をされており、

更新ということで異議ございません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○さんという方は太陽光パネルを設置したいとい

うことで、○○○○さんの土地を利用権設定しました。今度は別の農地を
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買いたいようです。異議ございません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。６番、７番について異議ございません。 

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。８番、９番について異議ございません。 

議    長   はい、以上９件異議なしとのことでございます。そのように取り計らって

よろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。以上で利用権設定の議案

は終了しました。どうもありがとうございました。          

議    長   それでは定例委員会に移りたいと思います。本日の欠席委員さんは、３番 

桑原壽委員さん、２３番上森力委員さん、２８番上中悠司委員さん、３７

番峯園五郎委員さん、３９番蔭地明一委員さんより欠席の届けが出てござ

います。本日の会議録署名委員に、２７番溝口健治委員さん、２９番坂本

茂久委員さん、よろしくお願いをいたします。本日の議案は、議案第１号

農地法第３条申請について、議案第２号農地法第４条申請について、議案

第３号農地法第５条申請について、議案第４号農地法第２条の規定による

農地でない旨の証明願について、議案第５号農地の形状変更願について、

議案第６号農地等売渡あっせん申出について、議案第７号事業計画変更申

請（農地法第５条）について、議案第８号許可の取消願（農地法第４条）

について、報告第１号農地等売渡あっせん成立について、報告第２号農地

法施行規則第５３条第１項第１４号による協議、報告第３号農地法第１８

条第６項の規定による通知について、報告第４号農地使用貸借契約の合意

解約通知についてを上程させていただきます。それでは議案第１号農地法

第３条申請について、事務局の説明をお願い申し上げます。 

松平  主査   １ページをお願いします。議案第１号農地法第３条申請を説明させていた

だきます。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共

に畑、面積は１，７６７㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、

○○○○、売買です。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記

簿、現況共に畑、面積は１５０㎡、他９筆、合計３，５５１㎡、譲渡人は

○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。３番、土地の

所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は２４７㎡、

譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。４番、

土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、他１筆、合

計１，００６㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、

売買です。５番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共

に畑、面積は２４３㎡、他２筆、合計１，７０７㎡、譲渡人は○○○、○

○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。６番、土地の所在は○○

○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は４０１㎡、他４筆、合

計５，７３４㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、

売買です。７番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現

況は畑、面積は２４６㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、
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○○○○、売買です。８番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記

簿、現況共に田、面積は４０６㎡、他１６筆、合計１１，２１２．９１㎡、

譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。９番、

土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が畑、面積は２

６．０４㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、排

水管の埋設に伴う地役権設定です。１０番、土地の所在は○○○字○○○

○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は４３７㎡、譲渡人は○○○、○○

○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。１１番、土地の所在は○○

○字○○○○、地目は登記簿が田、現況は畑、面積は１６３㎡、他２筆、

合計３６１㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、

売買です。１２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況

共に田、面積は４０９㎡、他２筆、合計２，１５１㎡、譲渡人は○○○、

○○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。以上１２件について書

類を審査したところ、常時従事、全部耕作、周辺農地への影響等、農地法

第３条第２項の許可できない要件には該当していませんので、許可の要件

を充たしていると判断いたします。ご審議の程よろしくお願い申しあげま

す。 

議    長   ありがとうございます。第３条申請の逐条審議をお願いします。その前に

○○○○委員さんの案件がございますので、先に１２番を除いた逐条審議

をお願いします。それでは１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。ここは普通畑で何も植えていません。譲受人の○○○○

さんは○○○で長男と家族で農業を経営しており、いちご栽培、梅、稲作

と複合経営をされています。譲渡人の○○○○さんの親戚の方から、○○

○○さんに買ってやってくれないかという話がありまして、経営規模を拡

大するということで買うようになったと聞いております。特に異議はあり

ません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。譲受人は譲渡人の長男で一緒に農業を手伝ってきたわけ

でありますが、譲渡人の○○○○さんがご高齢で、息子さんに任せるとい

うことで、異議ありません。３番の○○○○さんは譲受人の方とはいとこ

同士で、異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。譲渡人の○○○○さんが高齢であるため、譲受人に渡す

ということで異議ございません。 

議    長   はい、５番 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○さんは譲渡人の長男で異議ございません。６番

の○○○○さんは○○○○さんの兄嫁で、○○○○さんの夫は○○○に別

荘を所有しており、月に２、３回通って、世話をするそうです。異議ござ

いません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○さんと○○○○さんは親戚で家も隣接していま

す。異議ございません。８番は親子でございます。何ら問題はございませ
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ん。 

議    長   はい、９番。 

○○番 委員   ○○番○○です。これは梅畑の一部に排水管を埋設するということで、異

議ありません。 

議    長   はい、１０番。 

○○番 委員   ○○番○○です。譲受人の方は田を２反ほど耕作されています。異議あり

ません。 

議    長   はい、１１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ありません。 

議    長   はい、３条申請１１件とも異議なしとのことです。そのように取り計らっ

てよろしいでしょうか。 

○○番 委員   ○○番○○です。排水管の埋設については、その分を買ったということで

すか。 

○○番 委員   買うのではなく、その分を利用するということで地役権を設定するという

ことです。 

○○番 委員   料金は関係なく、設定だけするということですか。 

○○番 委員   はい、そうです。権利を主張するというものです。 

○○番 委員   はい、わかりました。 

議    長   他にございませんか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。○○○○委員さんに退席

願います。 

議    長   それでは、１２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。譲受人の○○○○さんは和歌山県が行なった、緑の雇用

事業で森林組合に就職し、退職されましたが、その後も○○○に定住され、

今は奥さんと水稲とマコモの栽培を熱心に行なっています。譲渡人とはご

近所で農地を活用していただきたいということです。異議ありません。 

議    長   はい、異議なしとのことですが、そのように取り計らってよろしいでしょ

うか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして議案第２号農

地法第４条申請について事務局の説明をお願い申し上げます。 

岡内  係長   ５ページをお願いします。議案第２号農地法第４条申請です。１番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は４１４㎡

です。所有者は○○○、○○○○、使用目的及び規模は駐車場で４１４㎡、

着工日、工事期間は許可の日より５か月以内、農用地の内外は用途外、隣

接同意、水利同意は共に不要です。この土地は都市計画用途地域内（第一

種居住地域）にありますので、第３種農地です。２番、土地の所在は○○

○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は３７６㎡、他２筆、合

計９２４㎡です。所有者は○○○、○○○○、使用目的及び規模は倉庫と

駐車場で９２４㎡、着工日、工事期間は許可の日より２か月以内、農用地

の内外は用途外、隣接同意はございます。水利同意は不要です。この土地
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は過疎化の山村地域にある小集落の農地で、第２種農地です。３番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は７２０㎡

の内３００㎡です。所有者は○○○、○○○○、使用目的及び規模は農園

管理棟３６．１㎡、庭園２６３．９㎡、合計３００㎡です。着工日、工事

期間は許可の日より３か月以内、農用地の内外は除外済です。隣接同意は

ございます。水利同意は不要です。この土地は過疎化の山村地域にある小

集落の農地で、第２種農地です。以上３件につきまして、申請書、添付書

類を審査しましたところ、農地法第４条第２項の許可できない要件に該当

しないと判断します。ご審議の程よろしくお願い申し上げます。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、現地調査の代表委員の方の所見

を賜りたいと思います。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。５月８日に○○○○委員さん、局長さん、係長さんの４

人で現地調査をしてまいりました。先ず１番については周辺がほとんど住

宅地でありますので、駐車場にするのは問題ないと思われます。２番につ

いては自宅の下に土地があるのですが、そこへ倉庫と駐車場を整備すると

いうことで、周辺は砂利置場などでありますので特に問題はないと思われ

ます。３番については自分の土地をブルーベリーの農園にして、その傍に

休憩所を兼ねて農園管理等を造りたいということで、周辺についてはほと

んど所有者の田や畑でございますので特に問題はないと思われます。以上

です。以上３件の報告を終わります。 

議    長   それでは逐条審議をお願い申し上げます。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番ですが、農園として耕作している畑でございます。

小さいながらも水路はありますし、道路に面しており、すぐに駐車場にで

きるような状況であります。高齢で畑ができないということでございます

ので意義ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。所有者はご両親が亡くなられた後、奥様と二人で商売を

されながら田を作っていましたが、体調も崩され、通院や商売もあり、耕

作できないということです。この田はすでに土が入ってあり、始末書も後

日提出しますとのことですので異議ございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現地調査員の説明のとおりで異議ございません。 

議    長   はい、議案第２号農地法第４条申請３件異議なしとのことでございます。

そのように取り扱ってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして議案第３号農

地法第５条申請についてですが、事務局の説明をお願い申し上げます。 

岡内  係長   ６ページをお願いします。議案第３号農地法第５条申請です。１番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は２，３２

８㎡、賃貸人は○○○、○○○○、賃借人は○○○、○○○○、使用目的

及び規模は店舗及び整備工場が１，０３５．２１㎡、駐車場法面等が１，

２９２．７９㎡、合計２，３２８㎡、着工日、工事期間は許可日より１年



7 

 

以内、農用地の内外は用途外です。隣接同意は不要です。水利同意はござ

います。使用貸借設定は２０年間です。この土地は都市計画用途地域内（準

工業地帯）にありますので、第３種農地です。２番、土地の所在は○○○

字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１，０６９㎡、譲渡人は

○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は分譲

住宅６棟が３８０．４㎡、通路駐車場等が６８８．６㎡、合計１，０６９

㎡、着工日、工事期間は許可日より１年以内、農用地の内外は平成２７年

２月１６日に除外になっています。この土地は周囲を道路と住宅地に囲ま

れた農地で、第２種農地です。３番、土地の所在は○○○字○○○○、地

目は登記簿が畑、現況が休耕、面積は６，１１１㎡、賃貸人は○○○、○

○○○、賃借人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は太陽光発電施設

６，１１１㎡、着工日、工事期間は許可日より１年以内、農用地の内外は

平成２７年２月１６日に除外になっています。隣接同意はございます。水

利同意は不要です。賃貸借設定は２０年間です。この土地は山間にある小

集落の農地で、第２種農地です。４番、土地の所在は○○○字○○○○、

地目は登記簿が田、現況が畑、面積は１７㎡、譲渡人は○○○、○○○○、

譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は駐車場１７㎡、着工日、

工事期間は許可日より２か月以内、農用地の内外は平成２７年２月１６日

に除外になっています。隣接同意、水利同意は共に不要です。この土地は

周囲を道路と住宅に囲まれた農地で、第２種農地です。５番、土地の所在

は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が休耕、面積は６２１㎡、

他１筆、合計１，１４６㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、

○○○○、使用目的及び規模は太陽光発電施設１，１４６㎡、着工日、工

事期間は許可日より２か月以内、農用地の内外は平成２７年２月１６日に

除外になっています。隣接同意、水利同意は共にございます。この土地は

過疎化の山村地域にある小集落の農地で、第２種農地です。６番、土地の

所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況が休耕、面積は８９０

㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及

び規模は資材置場８９０㎡、着工日、工事期間は許可日より１年以内、農

用地の内外は平成２５年１０月２２日に除外になっています。隣接同意は

ございます。水利同意は不要です。この土地は過疎化の山村地域にある小

集落の農地で、第２種農地です。７番、土地の所在は○○○字○○○○、

地目は登記簿、現況共に田、面積は３０７㎡、他１筆、合計７２６㎡、貸

人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は太

陽光発電施設７２６㎡、着工日、工事期間は許可日より３か月以内、農用

地の内外は用途外です。隣接同意はございます。水利同意は不要です。使

用貸借設定は２０年間です。この土地は過疎化の山村地域にある小集落の

農地で、第２種農地です。以上７件につきまして、申請書、添付書類を審

査しましたところ、農地法第５条第２項の許可できない要件には該当して

いないと判断します。ご審議の程よろしくお願い申し上げます。          

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、現地調査の代表委員の方の所見

を賜りたいと思います。１番。 



8 

 

○○番 委員   ○○番○○です。場所は○○○の東隣りです。現況は古城梅と小梅の梅畑

で古城梅がよく成っていました。隣接状況及び周囲への影響ですが、東側

は山林で貸人の所有地です。西側が宅地で○○○○、南側が山林で貸人の

所有地、北側が○○○で○○○○水利組合の同意があります。転用理由、

選定理由としては以前から店舗新築のため用地を探しており、立地条件が

良く選定しました。２０年間の賃貸借契約です。転用内容は店舗及び整備

工場、駐車場と一部法面。切り盛り８０ｃｍ以内、整地してアスファルト

舗装、Ｕ字溝などで集水し東側の市道の側溝へ排水します。排水は合併浄

化槽で処理、雨水等はＵ字溝で集水し東側の新万からの市道側溝へという

ことです。続いて２番です。場所は○○○の西１００ｍです。現況は田で

去年まで稲を作っていたそうです。隣接状況及び周囲への影響として、東

側が畑で同意あります。西側が水路、南側が宅地、北側が市道で地元水利

組合の同意有りです。転用理由、選定理由として、譲渡人は相続により申

請地を取得して兄と耕作しておりましたが、高齢になり体調もよろしくな

く耕作が困難になっていました。この度、譲受人より住宅地の申し出があ

り土地の有効利用を考え転用を申請します。転用内容は分譲住宅６棟、駐

車場、庭、通路で、盛土８７から１００ｃｍ、コンクリート舗装です。排

水は合併浄化槽処理、雨水と前側の水路へということです。次に３番です。

場所は○○○の下１００ｍ、現況は休耕畑です。隣接状況及び周囲への影

響は東側が畑で同意あります。西側が山林、畑で同意あります。南側が畑

で同意あります。北側が○○○、水利組合はありません。転用理由、選定

理由は会社と農業の両立が難しくなり休耕地にしていました。太陽光発電

で経営安定を目指したく転用を申請します。転用内容は太陽光パネル１，

４７２枚、１日平均１，１５７ｋｗ発電、切土盛土なし、現状でパイプを

打ち込み設置、排水等ですが雨水は自然浸透です。ここは見た限りでは急

傾斜で作業が難航するかなと思いました。日当たりは良い所です。次に４

番です。場所は○○○から北へ１００ｍ、現況は普通畑です。隣接状況及

び周囲への影響については、東側が道路と宅地、西側が市道、南側が雑種

地、北側が道路です。水利組合は不要です。転用理由は受け人は近くで建

築請負業を営んでおりますが、自宅の敷地が狭く駐車場がなく近隣の方に

迷惑をかけています。この度、当該地を譲り受け、駐車場３台分として利

用いたしたく申請します。転用内容は駐車場１７㎡、３台分、盛土３０ｃ

ｍから７０ｃｍ、コンクリート舗装で排水等については雨水は市道側溝へ

ということです。次に５番です。場所は○○○の北１００ｍで現況は休耕

畑です。隣接及び周囲への影響は東側が市道、西側が山林、南側が雑種地、

北側が宅地で同意有りです。田は渡し人所有地です。○○○○水利組合の

同意は有ります。転用理由、選定理由として、渡し人は兼業農家で休耕地

になっていました。受け人は○○○で老人介護事業を営んでおり、社会貢

献できる事業と考え、太陽光発電用地として申請地を譲り受けることにな

り転用を申請します。転用内容として、太陽光パネル１８０枚、５５．４

４ｋｗ発電、切土盛土なし、現状で使用します。排水等については雨水は

自然浸透及び中央に水路有りです。次に場所は○○○より北へ５０ｍ、現
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況は休耕畑です。隣接状況及び周囲への影響は東側が畑で同意あります。

西側が畑でここも同意あります。南側が原野で渡し人所有地です。水利組

合はありません。転用理由として、譲渡人は県外に転出しており、耕作も

できず休耕状態でした。受け人は木炭業で現在の土地が狭く、資材を置く

場所を探していたところ、同じ○○○に土地を所有していたのでこの近く

の当該地を譲り受けることになり申請に至ったとのことです。転用内容は

炭の原木置場８９０㎡、切土盛土なし、現状で草刈りして使用。排水等に

ついては雨水は自然浸透です。続きまして、７番です。場所は○○○の手

前１００ｍ、現況は休耕田です。隣接状況及び周囲への影響は東側が農道

と水路、西側が休耕田で同意あります。南側が休耕田で本人所有地です。

北側が休耕田でこれも同意あります。水利組合はなしです。転用理由とし

て、農業では収益が上がらず休耕にしていました。草刈りなどの管理も大

変なため、この度、太陽光発電施設に転用を申請します。個人と会社で２

０年間の使用貸借契約です。転用内容は太陽光パネル２００枚、４８．８

ｋｗ発電、切土盛土なし、現状で設置です。排水等については雨水は自然

浸透です。以上です。 

議    長   はい、ありがとうございました。それでは逐条審議をお願い申し上げます。

１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番の件ですが、水利組合の同意が得られたということ

で異議ありません。２番については現調の委員さん説明のとおり、現状は

周りが住宅地になっており、少し窪んだ田でしたが、今回作れないという

ことで仕方ないかなと思います。同意もあるということで異議ありません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○の施設の下でございます。施設からは一切見えな

いところです。○○○○の方へも計画説明があったようで問題ないという

ことでございます。異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。市道と宅地造成された土地との間の小さな野菜畑であり

ます。駐車場にということで問題ありません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○さんは体調を崩されており、以前から誰か買っ

てくれる方はいないかの相談を受けておりました。異議ございません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○さんは木炭業をしていて地元に溶け込んでいま

す。異議ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。これは個人から会社へということです。周辺は休耕田で

ありますので、何ら異議ございません。 

議    長   はい、以上で７件の５条申請について異議なしということですが、そのよ

うに取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。 
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   続きまして議案第４号農地法第２条の規定による農地でない旨の証明願に

ついて事務局の説明をお願いします。 

岡内  係長   ９ページをお願いします。議案第４号農地法第２条の規定による農地でな

い旨の証明願です。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿

が田、現況が山林、面積は７．１１㎡、他１１筆、合計２，１７７．０２

㎡、申請人は○○○、○○○○です。申請人が亡き夫から生前に聞いた話

によると、夫の父親が幼い頃には田辺に住んでおらず、戦後すぐの時期に

は耕作もされず、山林のようになっていました。申請地は昭和５４年に父

親から相続し、その一部に必要な手続きを取らずに建物を建築してしまい

ました。無断に転用したことについては申し訳なく今後このようなことが

ないように厳重に注意いたしますとのことです。以上１件、ご審議の程よ

ろしくお願いします。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、現地調査の代表委員の方の所見

を賜りたいと思います。１番。          

○○番 委員   ○○番○○です。現地は○○○の裏手にある土地で、鉄筋二階建てくらい

の建物があり、周辺は敷地と一部に竹や雑木が生えております。現実には

全く農地はございません。以上です。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現調の委員さんの報告のとおりであります。また、議案

の備考に書いているとおりで、非農地証明に対し何ら問題ございません。 

議    長   ありがとうございます。議案第４号農地法第２条の規程による農地でない

旨の証明願１件について、異議なしとのことでございますが、そのように

取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   それでは、そのようにさせていただきます。続きまして、議案第５号農地

の形状変更願について、事務局からの説明をお願いします。 

岡内  係長   １０ページをお願いします。議案第５号農地の形状変更願です。１番、土

地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は１，０

０４㎡、申請人は○○○、○○○○、変更理由は盛土して、梅畑に変更し

たいであります。着工日、工事期間は許可日より６か月以内です。隣接同

意、水利同意は共にございます。２番、土地の所在は○○○字○○○○、

地目は登記簿、現況共に田、面積は５２１㎡、申請人は○○○、○○○○、

変更理由は盛土して、野菜畑に変更したいであります。着工日、工事期間

は許可日より６か月以内です。隣接同意、水利同意は共にございます。以

上２件、ご審議の程よろしくお願いします。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、現地調査の代表委員の方の所見

を賜りたいと思います。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番の件につきましては、現在、田でありますが約６０

ｃｍの盛土をして梅畑に変更したいということです。周辺は梅畑などで雨

水については自然浸透でございますので問題はないと思います。２番の件

につきましては、市道に囲まれた休耕田で、水利組合の同意もあり、排水

については自然浸透で特に問題はないかと思われます。 



11 

 

議    長   はい、ありがとうございました。それでは逐条審議をお願い申し上げます。

１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現場は○○○○橋を○○○向けに渡った三叉路の所にあ

り、周辺の同意もあります。周辺は２か所梅畑があり、後の２か所は市道

ということで少し落ち込んだ土地で問題が生じるということはないと思い

ますので、異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   ありがとうございます。議案第５号農地の形状変更願２件について、異議

なしとのことでございますが、そのように取り計らってよろしいでしょう

か。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   それでは、そのようにさせていただきます。続きまして、議案第６号農地

等売渡あっせん申出について、事務局からの説明をお願いします。 

岡内  係長   １１ページをお願いします。議案第６号農地等売渡あっせん申出です。１

番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は

３，５１８㎡、他に４筆、合計面積５，２７７㎡です。作物は梅とみかん

で１０アール当たり収穫量は梅が１，５００ｋｇ、みかんが４，０００ｋ

ｇ、希望価格は合計３００万円です。所有者は○○○、○○○○です。２

番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は

６４９㎡、作物は小梅、１０アール当たり収穫量は１，０００ｋｇ、希望

価格は７０万円です。所有者は○○○、○○○○です。農地等売渡あっせ

ん申出、以上２件ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

議    長   はい、それでは地元委員さんの状況説明をお願い申し上げます。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○さんの物件の内、○○○の方は、梅畑で古城梅

と南高梅です。木も３０年近くの大きな木です。道路がなくて里道が少し

あり、その側に私道があります。そこを通らしてもらっている状況です。

西向きで少し傾斜地の畑で石段や法面など段々畑になっています。また、

○○○というのは○○○で、東向きの畑です。ここはみかん畑で晩柑やデ

コポンを作っていました。ここも段の狭い急傾斜で、一番上に農道があり、

そこからモノラックで下へ降りていくようになっています。以上です。 

議    長   はい、ありがとうございます。２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。ここは山のてっぺんで、軽四で行くことができます。以

上です。 

議    長   はい、ありがとうございます。議案第６号の２件につきまして、あっせん   

することにご異議ございませんか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   それでは、あっせん委員さんを私の方から指名させてもらってよろしいで 

しょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   それでは、１番については、○○○○委員さんと○○○○委員さんと○○

○○委員さんです。２番については、○○○○委員さんと○○○○委員さ
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ん、○○○○委員さんです。以上２件、あっせん委員の皆さんよろしくお

願いします。続きまして、議案第７号事業計画変更申請（農地法第５条）

について、事務局の説明をお願いします。 

岡内  係長   １２ページをお願いします。議案第７号事業計画変更申請（農地法第５条）

です。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に雑

種地、面積は６９７㎡、当初計画は借人が○○○、○○○○、事業内容が

太陽光発電施設、転用面積は○○○が６９７㎡、○○○が２３３㎡です。

変更後の計画は転用面積が○○○の６９７㎡のみとなっております。理由

は当初計画時より、発電効率が良くなり、○○○の設備だけで、予定のワ

ット数が確保されたため、○○○については転用が不要となったためであ

ります。以上、１件、ご審議のほどよろしくお願いします。 

議    長   この件について、ご質問、ご意見ございませんか。地元委員さんございま

せんか。 

○○番 委員   ○○番○○です。これについては、元々荒地だったので異議ございません。

現在は綺麗になっています。 

議    長   それでは、そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   それでは、そのようにさせていただきます。続きまして、議案第８号許可

の取消願について、事務局の説明をお願いします。 

岡内  係長   １３ページをお願い申し上げます。議案第８号許可の取消願（農地法第４

条）です。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現

況が畑、面積は１５２㎡、他５筆、合計１，８１９㎡、所有者は○○○、

○○○○、使用目的及び規模は梅加工用倉庫２棟４８０㎡、梅干場６４３

㎡、合計１，１２３㎡、許可日は平成７年９月５日、許可番号は和歌山県

指令西農第○○○○号、理由は事情により転用計画を中止したため、当該

土地は今後農地として利用したいであります。以上１件、ご審議の程よろ

しくお願いします。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。許可はかなり前に出しておりました。今後農地として利

用したいということですが、かなり雑種地のようになっていますので話し

ていかなければならないかと思います。異議ございません。 

議    長   議案第８号許可の取消願について、異議なしとのことでございます。その

ように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   それでは、そのようにさせていただきます。続きまして、報告第１号農地

等売渡あっせん成立について、事務局の説明をお願い申し上げます。 

岡内  係長   １４ページをお願い申し上げます。報告第１号農地等売渡あっせん成立で

す。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、

面積は３２９㎡、他１筆、合計１，０５０㎡、売渡人は○○○、○○○○、

買受人は○○○、○○○○、成立日、価格は平成２７年４月１９日、３，

１７６，２００円です。あっせん委員は○○○○委員、○○○○委員、○

○○○委員の３人でした。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は
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登記簿、現況共に畑、面積は７７０㎡、他１筆、合計２，７７４㎡、売渡

人は○○○、○○○○、買受人は○○○、○○○○、成立日、価格は平成

２７年４月２０日、１００万円、あっせん委員は○○○○委員、○○○○

委員、○○○○委員の３人でした。以上２件、ご報告申し上げます。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、このあっせんにつきましての顛

末について、代表委員の方、よろしくお願いします。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番の件ですが、坪１万円の計算で買い受けています。

２番の件ですが、ご近所の方で１００万円くらいだったらということで成

立いたしました。以上です。 

議    長   報告第１号の２件について、ご意見、ご質問ございませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようでございますので、報告第１号、報告とさせていただきます。そ

れでは続きまして、報告第２号農地法施行規則第５３条第１項第１４号に

よる協議について、事務局のご説明をお願い申し上げます。 

松平  主査   １５ページをお願い申し上げます。報告第２号農地法施行規則第５３条第

１項第１４号による協議です。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地

目は登記簿、現況共に田、面積は２４２㎡の内、１３２．２３㎡、賃貸人

は○○○、○○○○、賃借人は○○○、○○○○、賃貸借権の設定、無線

基地局工事、鋼管柱１本、機器装置一式です。農地法施行規則第５３条第

１項第１４号による協議１件報告させていただきます。 

議    長   報告第２号の１件について、ご意見、ご質問ございませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようでございますので、報告第２号、報告とさせていただきます。そ

れでは続きまして、報告第３号農地法第１８条第６項の規定による通知に

ついて、事務局のご説明をお願い申し上げます。 

松平  主査   １６ページをお願い申し上げます。報告第３号農地法第１８条第６項の規

定による通知です。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、

現況共に田です。面積は１，０３４㎡、他１筆、１，０７３㎡、賃貸人は

○○○、○○○○、賃借人は○○○、○○○○、賃貸借の合意解約をした

日は平成２７年４月１０日です。以上農地法第１８条第６項の規定による

通知１件報告申し上げます。 

議    長   報告第３号の１件について、ご意見、ご質問ございませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようでございますので、報告第３号、報告とさせていただきます。そ

れでは続きまして、報告第４号農地使用貸借契約の合意解約通知について、

事務局のご説明をお願い申し上げます。 

松平  主査   １７ページをお願い申し上げます。報告第４号農地使用貸借契約の合意解

約通知です。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況

共に畑、面積は３２３㎡、他１９筆、合計１１，６３１．０５㎡、貸人は

○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の合意解約をした

日は平成２７年４月３０日、理由は経営基盤強化促進法による利用権の設

定で第三者に貸すためであります。２番、土地の所在は○○○字○○○○、
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地目は登記簿、現況共に田、面積は２，２３８㎡、他１筆、合計３，６１

１㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の合

意解約をした日は平成２７年３月３１日、理由は経営基盤強化促進法によ

る利用権の設定で農地中間管理機構に貸すためであります。以上農地使用

貸借契約の合意解約通知２件ご報告申し上げます。 

議    長   報告第４号の２件について、ご意見、ご質問ございませんか。 

○○番 委員   ○○番○○です。この合意解約の二人は農業者年金を受給された方ですか。

第三者に貸すので、合意解約して農業者年金もいらないという意味合いの

ものですか。 

松平  主査   この二人の方は農業者年金を受給されていまして、経営基盤強化促進法に

よって、農地中間管理機構に１０年以上の期間で貸し出す場合は、年金停

止になりませんという条件がありまして、○○○○さんの場合は、その条

件で貸すということです。○○○○さんの方も貸すのが、先月の利用権の

設定であった分ですが、それでこの方が農地中間管理機構と個人の方に貸

すということなのですが、利用権の設定で貸す場合で、農地中間管理機構

もそうなのですが、個人の方に貸す場合も条件をクリアーした人、つまり

国民年金の１号被保険者で６０歳未満の方で５０アール以上の農業の経営

者になる方、この三つ条件を満たす方に１０年以上の期間をこの利用権の

設定で貸すということであれば、年金が止まらないということあるので、

それで貸すということなので、二人とも年金に関しては止まるということ

はないです。 

議    長   おわかりいただけましたか。 

○○番 委員   はい、わかりました。 

議    長   他にご質問等ございませんか。 

○○番 委員   ○○番○○です。関連した質問ですが、年齢が５９歳の方が期間中に６０

歳になっても可能か。 

松平  主査   可能です。 

議    長   他にご質問等ございませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようでございますので、報告第４号、報告とさせていただきます。そ

れではその他の案件です。４月の県農業会議提出案件の４条４件、５条３

件について無事答申されましたことご報告申し上げます。これで予定して

おりました案件は全て終了しましたが、皆さんから何かございませんか。 

（なしの声あり。） 

議    長   ないようでございましたら、長時間に亘りまして慎重にご審議いただきま

してありがとうございました。本日はこれで終了いたします。どうもあり

がとうございました。 

 

午後３時２５分終了 

 

 


